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臓器提供について

　臓器移植法が2010年７月に改正され
て臓器提供者数が増えましたが、未だ
に欧米に比して圧倒的に件数は少なく、
国内では生体肝・腎移植が多数行われ
る状況が続いています。

　提供者数が近年伸び悩んでいるせい
か、日本臓器移植ネットワーク（JOT）
から日本脳神経外科学会を含め様々な
アプローチがなされています。厚生労
働省の臓器移植委員会での議論を拝見
すると、提供数が少ない理由として
（１）ドナーの数が少ないこと、（２）
提供施設数が少ないことの２点に集約
されると記載されています。
　ドナーの数については運転免許証の
裏面で意思表示ができますので、以前
よりはかなり増えていると思われます。

　（２）の提供施設数が少ないから、
臓器提供者数が少ないと考えていると
ころが大きな勘違いなのです。当院で
は既に６例の脳死下での臓器提供を
行っていますが、当院のような脳神経
外科専門の二次救急病院では、血管内
治療等の医療技術の進歩により、余程
のアクシデントがない限り、脳死患者
は発生しなくなりました。
　地域の救急搬送システムの充実によ
り、脳死になる患者さんのほとんどは
救急救命センター（三次救急）に運ば

れます。救急救命センターが設置され
た医療機関にヒト・モノ・カネを重点
的に投入すれば、提供数が格段に増え
るのではないでしょうか。
　救急救命センターがある施設に勤務
している救急医・脳神経外科医や神経
内科医を中心に、各都道府県に協議会
のような組織を創設すれば問題の多く
は解決するのにと、常日頃より感じて
います。
� （中村博彦）

　中医協の入院医療等の調査・評価分
科会（尾形裕也分科会長）は10月16日、
次期診療報酬改定に向け、厚生労働省
の追加資料をもとに、「重症度、医療・
看護必要度」など入院患者の評価指標
の妥当性をめぐり議論を行った。特に、
2018年度改定で設けた基準②について、
急性期病棟の評価としての適切性を問
題視する意見があることに対し、全日
病副会長の神野正博委員は、一般病院
の急性期医療の実態を示しつつ、「重
要な評価指標」と強調した。
　一般病棟の「重症度、医療・看護必
要度」の該当患者割合は、例えば、急
性期一般入院料１だと30％以上。該当
基準は３つあり、基準②（患者の状況
等を測るＢ項目の「診療・療養上の指
示が通じる」または「危険行動」に該当
し、Ａ得点１点以上かつＢ得点３点以
上）は2018年度改定で新設した。
　認知症やせん妄のある患者などへの
医療が通常より労力を要するため、そ
れを評価した側面がある。検証結果を
みると、基準②のみに該当する患者は、
高齢で認知症やせん妄、要支援・要介
護の割合が高く、自立の割合が低い傾
向にあることが確認された。また、病
床規模の小さい病院で該当割合が高い。
　また、「重症度、医療・看護必要度」
の「Ⅰ」「Ⅱ」の両方を算定する病棟で、
「Ⅰ」の割合が相対的に低いと、基準
②の該当患者割合が高いことや、基準
②の該当患者は基準②のみに該当する
患者が多いことも、指摘されている。

　今回、厚労省は、入院料ごとに基準
②のみに該当する患者割合を調べた。
それによると、７対１特定機能病院入
院基本料は1.7％、一般病棟の旧７対
１が4.7％、療養病棟入院基本料Ⅰは
14.6％だった。患者の状態等のＡ項目
の該当では、急性期病棟は療養病棟と
比較して、「創傷処置」の割合が低く、
「心電図モニターの管理」が高かった。
　神野委員は、「認知症、せん妄の患
者が療養病棟に多いのは当たり前。創
傷処置が多いのも褥瘡の治療などだろ
う。慢性期と急性期の違いは、急性期
は急に患者の容態が変わるということ。
何らかのイベントがあって、その結果、
経過観察が必要な状態であり、心電図
モニターの管理の該当が多いのも説明
できる。地域で、救急車を多く受け入
れる一般の急性期病院が、いかに急性
期医療を提供し、その後別の機能に受
け渡していくかが重要視される中で、
基準②は意義がある評価指標だ」と強
調した。
　他の委員からも神野委員の意見に賛
同する声があがった。ただ、法政大学
教授の菅原琢磨委員は、神野委員の意
見に一定程度同意しつつも、「療養病
棟の患者の方が高い割合となる評価指
標を用いて、急性期病棟において、急
性期の患者の評価指標とすることの妥
当性はあるのかという問題は残ると思
う」と述べた。
　また、厚労省は、Ｂ項目が「ADLを
含む患者の状態」と「看護職員等によ

けて評価すべきとの意見に、日本看護
協会の委員を含め、多くの委員が賛同
した。
　Ｃ項目（手術等）については、現行
の評価指標には含まれていないが、外
来ではなく、入院で実施される割合が
高い手術などが示され、Ｃ項目の候補
となった。一方、Ｃ項目に該当させる
上で、侵襲性の高さや医学管理の労力
を見込む必要があり、診療報酬点数と
の相関のデータも示された。

療養での高カロリー輸液投与を調査
　特定集中治療室等については、2018
年度改定で報告対象とした入退室時の
生理学的スコア（SOFA）の詳しい報告
があった。傷病によって点数のばらつ
きが多いこともわかったものの、「重
症度、医療・看護必要度」と一定の相
関があり、SOFAによる評価指標に有
用性があることでは、委員の同意が得
られ、引続き検証していくとともに、

救命救急入院料などにも拡大すべきと
の意見が相次いだ。
　療養病棟入院基本料の医療区分につ
いては、医療区分３に該当する中心静
脈栄養が継続されている期間を把握す
るため、高カロリー輸液の投与状況を
調べた。それによると、高カロリー輸
液を投与されている患者割合は、ゼ
ロ％の病院が最も多いが、50％以上の
病院もあった。投与日数の平均は、30
日未満が最も多いが、90日以上の病院
もあった。一部の病院で、医療区分３
の患者を確保するために、中心静脈栄
養の患者が選択されていることが改め
て示唆された。
　長期間の中心静脈栄養の実施は、感
染リスクを高めるため、神野委員が「カ
ンファレンスの実施など取り外す努力
を必須化することや、患者・家族との
話し合いを行うなどの対応が求められ
る」と述べるなど、感染リスクへの対
応が必要との意見で一致した。

重症度、医療・看護必要度の基準②の妥当性めぐり議論
中医協・入院医療等調査分科会 地域の急性期病院に重要な指標

　中医協の入院医療等の調査・評価分
科会（尾形裕也分科会長）は10月３日、
2018度診療報酬改定の入院医療の影響
を把握するため、DPC算定病棟から
地域包括ケア病棟への転棟問題をはじ
め、各種加算など個別項目に関し、調
査結果をもとに議論を行った。
　一般病棟（DPC算定病棟）から地域
包括ケア病棟入院料に転棟する場合と、
地域包括ケア入院医療管理料に転室す
る場合の不整合が論点となった。多く
の診断群分類でDPC制度の入院期間
Ⅱの１日当たり入院料は、地域包括ケ
ア病棟入院料より低い。病院にとって
は、自院に地ケア病棟があれば、入院

期間Ⅰが終了する段階で、地ケア病棟
に転棟させるインセンティブが生じる。
例えば、診断群分類の「胸椎、腰椎以
下骨折損傷（胸・腰髄損傷含む）手術
なし」では、転棟時期が入院期間Ⅰの
終わる９日目に集中している。
　一方、一般病棟から病棟内の地域包
括ケア病室に転室した場合は、地域包
括ケア入院医療管理料が算定できず、
DPC制度の算定となる。さらに、急
性期患者支援病床初期加算（14日以内
で１日150点）も算定できない。患者
の病態とは違う理由での転棟と考えら
れることから対応が必要とされた。
　療養病棟入院基本料については、入

院患者に膀胱留置カテーテルをつけて
いる患者が24％で多く、取り外す努力
をしていない病棟も少なくないことが
問題とされた。調査時点で留置患者の
約75％が３カ月以上の留置期間があっ
た。留置期間を短縮するための取組み
をきくと、「日々の診療・ケアで評価
している」が55.6％で半数を超えるが、
「特に取組みを行っていない」との回
答も16％あった。感染リスクへの対応
も課題とされた。
　その上で、厚生労働省は、排尿自立
指導料（週１回200点）の算定病棟だと、
留置患者が少なく、抜去後の患者が多
いとのデータを示した。逆に、算定し

ていない病棟にその理由をきくと、「経
験を有する医師の確保が困難」が４割
で多く、要件緩和が課題とされた。
　認知症ケア加算は、急性期一般入院
料１以外の届出が少なく、「１」を届け
出ない理由で、認知症ケアチームを設
置する上で、「精神科または神経内科
の経験を５年以上有する専任の常勤医
師を確保できない」が多い。全日病副
会長の神野正博委員は、「『常勤』につ
いては、短時間勤務の組み合わせを認
めるなど緩和が必要」と述べた。

ＤＰＣ病棟から地ケア病棟への転棟の不整合が論点に
中医協・入院医療等分科会 点数で転棟時期を選択するのは問題

る当日の介助の有
無」が一緒に評価さ
れていることの是非
を論点とした。Ｂ項
目のうち、「寝返り」
などが患者の状態で
あるのに対し、「移
乗」「口腔清潔」「食事
摂取」「衣服の着脱」
の４つは介助を評価
している。患者の状
態と介助の有無は分
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　ワールドカップで日本チームが健闘
し、日本中が「俄かラグビーファン」に
なって驚きと感動を共有した。「誰も
我々が勝てるとは思っていない」「信じ
て戦ったからこそ勝てた」、「犠牲」、「覚
悟」、様々な言葉が選手達から伝えら
れた。「決して諦めない」、愚直なこの
言葉を共有した選手達には大岩の様な
巨大な体格の相手選手にタックルする
時にも、一切の躊躇は無かった。過酷
なトレーニング、体格的なハンディー

克服のための様々な工夫と繰り返しの
実践、長期間に亘るラグビー漬けの毎
日があったからこそ、選手達は一つと
なり、「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」
の言葉通りに前に進めたのであろう。
　振り返って我々はどうであろうか。
民間病院は現在その存立自体が危ぶま
れる危機の真っただ中に置かれている
が、果たして我々はその危機に対して
本気で立ち向かっているのであろうか。
主張すべき場面でも「どうせそんなこ

とは通りはしない、聞いてはもらえな
い」、それぞれの地域における調整会
議の場で、中医協の場で、マスコミに
対して……。
　今の日本の医療提供体制の中で、
我々民間病院が如何に重要な役割を
担っているか、診療報酬改悪の度に、
消費税の増税の度に、如何に身を切っ
て血を流しながら、中には撤退を余儀
なくされながら、日本の医療を支えて
いる事を、必死で発信しているであろ
うか。我々自身の為にいくら必死であ
がいてみても、心の琴線には触れない、
国民の医療を守る視点での意見表明は
大きな共感を呼ぶ筈である。
　一見陳腐に見え、大仰に思える言葉

今　発信しなければ
であっても、真に国民医療の存続を願
う視点から思いの丈をぶつければ、一
顧だにしないということはあり得ない。
しかもそれは繰り返し、事ある毎に発
信し続けなければならない。原点に回
帰し、大所高所からの青臭い正論に、
人は心を開くものである。
　我々が声を上げなければ誰も振り
返ってはくれない現実は、いやと言う
程に経験してきた筈である。個々の努
力では限界があるが、2,500余の仲間
と一緒にスクラムを組み、本当の意味
で一つとなった時には「本気の発信」
ができ、思いもよらぬ結果が待ってい
るかも知れない。
 （ＮＹ）

　中医協総会（田辺国昭会長）は10月
18日、次期診療報酬改定に向け、医療
従事者の働き方改革への診療報酬での
対応を議論した。しかし、評価のあり
方をめぐり、診療側と支払側の委員が
基本的な考えで対立。全日病会長の猪
口雄二委員は、「急性期を中心に、病
院のマネジメント改革は急務。それに
は人手も時間もかかる。診療報酬での
手当が必要」と訴えたが、支払側の一
部委員は、「次期改定での対応は時期
尚早」と冷ややかな態度を示した。
　2024年度から医師への時間外労働規
制が適用されるため、病院は医師の時
間外労働を年960時間以内に収める必
要がある。特定の病院は年1,860時間
が上限（Ｂ水準）だが、経過措置との
位置づけである。病院は今後５年間で
様々な手段を通じて、過重労働の医師
の労働時間を減らし、勤務環境を改善
しなければならない。
　そのような状況で、診療報酬は対策
を講じるのに要する費用の源泉になる。
しかし、中医協の議論で支払側は総じ
て厳しい姿勢を示した。健康保険組合
連合会理事の幸野庄司委員は、「次期
改定での対応に明確に反対する。一定
のコストがかかるのは理解するが、タ
スク・シェアやICTの利活用、外来医

療の機能分担などやれることを整理し
てから診療報酬を考えるのが順番。働
き方改革、地域医療構想、医師偏在対
策の三位一体の推進も、予算が相当つ
いたが、緒についたばかり。2024年度
までに改定は３回ある」と述べた。
　このような意見に対し、診療側委員
は反論したが、意見は平行線をたどっ
た。日本医師会の城守国斗委員は、「医
師の手当は大きな人件費増。医師の業
務をシェアしても、シェアされた職種
の増員が必要になる。院内保育所の整
備でもコストがかかる」と具体的に列
挙した。猪口委員は、「病院の利益率
は数％で、コスト増が病院の存続に直
結する」と強調した。
　一方、厚生労働省は、医師事務作業
補助体制加算や総合入院体制加算など、
現行で医療従事者の負担軽減に資する
計画作成を要件化している診療報酬を
例示。入院基本料の加算で、働き方改
革への対応を評価することを示唆した。
医師の働き方改革では現在、2024年度
までにより多くの病院が、年960時間
を満たせるよう医師労働時間短縮計画
の策定を病院に求めることを検討して
いる。計画に盛り込まれる必須事項を
入院基本料の加算の要件と合わせるこ
とでの評価が考えられる。

　これに関連し、猪口委員は、「医師
事務作業補助体制加算はそれ自体加算
として重要だが、それとは別に病院の
マネジメント改革を評価する入院基本
料の加算を検討すべき」と主張した。

入院なしでrt-PA投与を算定
　同日の総会では、外来における薬剤
耐性（AMR）対策と脳梗塞の急性期治
療をテーマとした議論も行った。
　AMR対策では、2018年度改定で小
児抗菌薬適正使用支援加算（80点）を
新設した。AMR対策は道半ばで引続
きの対策を求められることから、現行
での３歳未満の規定を６歳未満に拡大
することを検討する。ただ、月２回以
上の算定が少なくないことに対しては、
適正化が必要との指摘があった。また、
支払側の委員は、小児かかりつけ医診
療料等の加算であることから、加算の
評価自体に難色を示した。
　脳梗塞の急性期治療では、rt-PA静
注療法を実施する超急性期脳卒中加算

（入院初日１万２千点）が、入院基本
料の加算であるため、入院しないと加
算できない。しかしrt-PA投与後に専
門医療機関に二次搬送する「Drip and 
Ship法」の安全性が確認されている。
これを踏まえ、入院せず専門的な治療

を行える施設に二次搬送した場合でも、
算定できるよう要件を見直すことで概
ね合意した。
　また、日本脳卒中学会の「rt-PA静
注療法適正治療指針第２版」に定める

「治療を行う施設」の基準が緩和され
た。このため、これにあわせて診療報
酬の要件を見直す方向だ。
　10月23日の総会では、医療機器の取
扱いをテーマに議論した。
　PET（陽電子放出断層撮影）は、入
院中の患者が他の医療機関を受診した
場合に、入院料減額が緩和される対象
から外れており、共同利用に逆行する
形になっているため、緩和対象に含め
る方向で検討する。
　画像検査による医療被ばくについて
は、低減に向けた取組みが進められて
いる中で、日本医学放射線学会が推奨
しない小児への頭部CT検査の適正使
用の評価を検討する。超音波検査は、
日常的な検査で、観察部位や検査方法、
報告書の作成等は医療機関により異な
る状況。標準的な機能となったパルス
ドプラ法の取扱いを含め、超音波検査
を領域別に評価することを検討する。

働き方改革への診療報酬での対応で意見が対立
中医協総会 「病院のマネジメント改革は急務」猪口会長

　中医協総会（田辺国昭会長）は10月
９日、次期診療報酬改定に向け、がん
対策・腎代替療法・移植医療をテーマ
に議論した。がん拠点病院加算や緩和
ケア病棟入院料、外来緩和ケア管理料、
人工腎臓、在宅時自己腹膜灌流指導管
理料、経皮的シャント拡張術・血栓除
去術の評価見直しが課題にあがった。
見直しの方向性に委員から大きな反対
はなく、今後具体的な内容を詰める。
　がん拠点病院加算については、地域
がん診療連携拠点病院に、同一医療圏
に一つだけ認める「高度型」と要件が
満たせない場合の経過措置的な位置づ
けである「特例型」が昨年度に新設さ
れた。７月１日時点で、「高度型」が14
カ所、その他が325カ所。「特例型」は、
今年度の適用はない。また、がんゲノ
ム医療中核拠点病院に加え、９月19日
に、がんゲノム医療拠点病院が34カ所
指定された。このような整備状況を踏
まえ、がん拠点病院加算の算定要件等
を見直す。
　緩和ケア病棟入院料については、
2018年７月１日時点で、416病院が届
け出ている。ただ、緩和ケアチームに

よる緩和ケア病棟と在宅緩和ケアの連
携が求められている中で、緩和ケア
チームの診療を評価する緩和ケア診療
加算の届出は、入院料届出病院の22％、
外来緩和ケア管理料は21％、在宅療養
支援診療所・病院の医学管理を評価す
る在宅がん医療総合診療料は14％にと
どまる。このため、外来や在宅におけ
る緩和ケアの提供を要件とする方向で、
緩和ケア病棟入院料を見直す。
　一方、心不全患者に対する緩和ケア
は、がんよりも経過予測が難しく、心
不全多職種緩和ケアチームがかかりつ
け医をサポートするなど、地域の実情
に応じた柔軟な活動を行うことが期待
されている。2018年度改定で、末期心
不全の患者が緩和ケア診療加算の対象
患者に加えられたが、外来緩和ケア管
理料には加えられていないため、整合
性を図る。
　透析患者に対する腎性貧血治療では、
治療に用いるエリスロポエチン製剤が、
人工腎臓の技術料に包括されている。
それによりエリスロポエチン製剤の使
用量が減った経緯がある。最近では、
最も使われるダルベポエチンの薬価が

７割になるバイオ後続品も薬事承認さ
れており、適正化される見通しだ。
　一方、ESA製剤とは別の機序の新
たな腎性貧血治療薬であるHIF-PHD
阻害剤が、９月に薬事承認された。
ESA製剤よりも治療効果が高い症例
があることが確認されている。従来の
考え方に従うと、HIF-PHD阻害剤も
技術料に包括されることになるが、
HIF-PHD阻害剤は経口内服薬であり、
院外処方の場合などでの取扱いを整理
しなければならず、評価体系を見直す
ことが論点となった。
　在宅時自己腹膜灌流指導管理料は、
現行では血液透析を他施設で行う場合
の算定は認められない。しかし腹膜透
析を実施できる透析施設は全体の17％
にとどまり、「透析療法選択の自由を
奪う」との指摘が出ている。このため、
他施設で血液透析を実施した場合の評
価を認めることを検討する。
　血液透析において、血液をスムーズ
に流すため、血管をつなぎ合わせる内
シャントの作製は、近年増加傾向にあ
り、７割が外来で実施されている。臨
床実態に即した評価を行うため、経皮

的シャント拡張術・血栓除去術の３カ
月に１回の算定を緩和し、手技の評価
を適正化することを検討する。
　移植医療については、日本の臓器移
植数が諸外国に比べて少ない中で、臓
器提供時の施設や担当医の負担が大き
いことへの対応が論点となった。脳死
下臓器提供では、脳死判断から摘出ま
で平均64時間かかる。また、約50名の
医療関係者が関わる。診療報酬では、
脳死臓器提供管理料（２万点）と各臓
器の採取術（心臓だと６万2,720点）が
ある。臓器提供時の負担は施設の66％、
担当医の77％で負担が大きいと感じて
いるとの調査結果が出ており、特に「患
者家族への説明・フォロー」「院内ス
タッフの調整」で回答が多かった。負
担の大きさが、家族に臓器提供に関す
る選択肢の情報を提示する頻度の低さ
につながっていると考えられ、診療報
酬での評価を検討する。

がん対策、腎代替療法、移植医療で次期改定の論点提示
中医協総会 人工透析の評価は緩和と適正化
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　名古屋大学医学部附属病院先端医療
開発部先端医療・臨床研究支援セン
ターの水野正明センター長が、「AI・
IoTと地域医療」と題する特別講演を
行った。AI・IoTへの期待が医療介護
領域で高まっている。水野センター長
は、AI・IoTが人を変え、社会を変え、
そして地域医療も変えることは確実と
予測しつつも、その変わり方は予測し

づらく、期待や不安が過剰な側面もあ
ると指摘。AIについては、今後の進
化を見据え、人間との共存関係を築く
ことが重要とした。
　AI（人工知能）に定まった定義はな
い。ただ、最近の技術レベルでは、
ディープランニングを取り入れた人工
知能を意味する場合が多いという。
ディープランニングは情報量により、
精度を高めるので、ビッグデータと親
和性がある。医療に関連するAIとし
ては、2012年のIBMによるワトソン
が有名だ。診断能力に優れ、医師の技
術が代替されると話題になったが、現
在は「失望」へと変わっている。「高性
能の医学辞典に過ぎない」と、水野セ
ンター長は述べた。
　一方、ゲノム医療の発達に情報処理
技術が多大な貢献をしている。その結
果、個人の遺伝子に対応した「精密医

療」が実用化されつつある。例えば、「肺
がんの原因がALK遺伝子であれば、
発生臓器がどこであっても、ALK阻
害剤で治せる。このことは臓器別診療
体系が、将来は不要になることにつな
がる」。
　ビッグデータ解析に基づくエビデン
スも医療を変えている。ある地域のコ
ホート研究により、脳梗塞は初発時の
約６割が軽症で、２人に１人が再発し
重症化することがわかった。このため、
軽症脳梗塞患者の再発を防げば、要介
護者を減らし、健康寿命の延伸が可能
になると考えられる。水野センター長
は、「エビデンスにより、社会が求め
る真の医療対象を絞り込んだ事例」と
指摘した。
　地域医療での活用では、医療情報の
常識も変わると、水野センター長は説
明した。医療情報を保有するのはクラ

ウドを通じた「社会」となる。健康医
療情報はそこに集約されるため、病院
ごとの電子カルテシステムは不要にな
る。ゲノム情報などを基にした新たな
医療の医薬品や医療技術の効果は患者
によって異なるので、個人の医療情報
を活用した「個別化医療」、そして「個
別医療」へと進化していく。
　また、第５世代移動通信システムの
水準だと、手術などの遠隔医療が可能
になる。水野センター長は、「将来的
には、外来も病床もない遠隔医療専門
病院が誕生するだろう」と予測した。
ただ、これまでにない多量の電波を受
けるので、予測できない副作用が生じ
るかもしれないとの懸念も示した。
　AI・IoTの将来は不確実性が大きい。
科学技術は直線的ではなく、指数関数
的に発展する時点があるからだ。その
ようなシンギュラリティ（特異点）を
迎えれば、AIは人間の脅威になりか
ねない。「AIと共存関係を築く社会を
考える必要があり、AIに支配されな
い人間の育成が急務である」と、水野
センター長は強調した。

ＡＩ・ＩｏＴが人を、社会を、地域医療を変える
特別講演４ 人間との共存関係を築く

　人材不足が経営上の課題となる中で、
必要な人材を確保するには、働きやす
く、やりがいを感じられる職場をつく
る取組みが欠かせない。学会１日目の
午前に開かれたシンポジウム２「令和
時代の職場環境づくり」では、３人の
パネリストが、働き手不足の時代を見
据えた職場環境について発表した。
　横浜病院理事長の北島明佳氏は、人
材難となっている介護職確保の取組み
を報告した。同病院では、2011年に介
護開発室を設置。新入職員を２カ月間
配置し、専従の職員３人が教育を担当
している。目的は、介護技術の統一・
標準化と医療安全を含む介護の質の向

上だ。新入職員は試験に合格した後に
病棟に配属される。
　同病院では、介護職員が自らの仕事
の意義を感じて働けることを大切にし
ている。介護の仕事は、生活を支える
だけでなく、患者の一番身近にいて人
生を支える仕事であることを伝えてい
る。また、介護福祉士の資格取得を積
極的に支援。院内で実務者研修を開講
したり、受験対策講座を行っている。
　福祉系の学校にとらわれず大卒の新
規採用に力を入れ、介護職員に占める
大卒の割合は40％を超える。また、介
護職員に占める未経験者の割合は
71.4％（全国平均は61.3％）となり、「新
しく介護に取り組む人材を発掘してい
る」（北島氏）といえる。
　医療法人おもと会理事の石井隆平氏
は、沖縄県那覇市に開設した「No lift 
Labo」の取組みを紹介した。きっかけ
はグループの職員を対象に行ったスト
レスチェックだ。70％の職員が腰痛を

抱えていることがわかり、ノーリフト
ケアの導入を決め、「抱え上げない、
持ち上げない介助を実践する法人」を
目指し、ノーリフトケアの普及に取り
組んでいる。
　「No lift Labo」は、そのための活動
拠点として開設したもので、介護機器
メーカーや大学・研究機関のコンソー
シアムで運営する。Laboでは、最新
の介護機器を体験できる。利用者は、
グループの職員・学生にとどまらず、
地域の医療介護従事者、介護にかかわ
る家族など幅広い。職場環境の改善だ
けでなく、新たなプロダクトやサービ
スの創出も期待される。
　HITO病院理事長の石川賀代氏は、
ICTを活用した業務効率化の取組みを
報告した。病院内の情報共有は複雑で、
確認が求められるポイントがいくつも
ある。多職種協働のチーム医療を進め
るには、情報をすみやかに共有し、時
間と場所に縛られずに働けることが重

要で、「そのためにはiPhoneの活用は
不可欠」と石川氏はいう。
　 同 病 院 は、 業 務 効 率 化 の た め
iPhoneカルテを導入した。カルテの
閲覧と直接の音声入力が可能だ。また、
多職種がリアルタイムで情報共有でき
る業務用SNSを構築した。
　石川氏は、リハビリテーション科の
活用事例を説明した。以前はリハビリ
スタッフがカルテ入力に時間をとられ
ていたが、iPhoneの音声入力により、
患者１回当たりのカルテ入力時間が２
分短縮。職員１人当たりのリハビリ数
は17.6単位から18.2単位に増加し、リ
ハビリ科全体の有給取得率は、30％か
ら60％に改善した。
　リハビリ科は、若いスタッフが多く
教育に時間がかかるが、ここでも
iPhoneの機能が役に立つ。カメラ機
能を使って、ケアの仕方を動画で共有
できて、繰り返し見ることができる。
　石川氏は、「今まで当たり前にやっ
ていたことをやめる勇気がないと効率
化は進まない。iPhoneのネットワー
クにより、これまでにない情報共有の
形が実現し、新たな協働による変革が
おこるのではないか」と期待した。

令和時代の職場環境づくり
シンポジウム２ 人材不足を乗り越えるための方策をめぐって討論

　病院で働く医療専門職がプライドを
持ってスキルを発揮できる職場環境を
つくるには、事務職のお膳立てが不可
欠であり、事務職の働きが病院経営の
原動力となっている。学会２日目の午
前に行われたシンポジウム５「病院事
務職の矜持」では、３人のパネリスト
が自らの経験をもとに病院事務職とし
ての矜持を語った。
　木沢記念病院病院長補佐兼事務長の
佐合茂樹氏は、「病院事務職41年の経
験からみた『らしさ』の醸成」について
発言した。大学を卒業して同病院に就
職してから現在まで、佐合氏は４人の
病院長の下で働き、様々な経営課題に
関与してきた。「性格の違う４人の院
長にうまく使われるのが私の使命だっ
た」と佐合氏。病院長を支えるために
は、事務長の下で働き、使える部下を
育てておかなければ何もできない。
　佐合氏は、木沢記念病院における中
間管理職養成の取組みを説明した。同
病院では、通常の人事考課による昇任

ではなく、役職者資格認定に通らなけ
れば役職につけない仕組みになってい
る。推薦書を提出し、病院長面接を受
け、小論文を提出した上で、役職者任
命会議の承認を得る必要がある。一回
で認定を通ることはなくて、管理職者
としての考え方を徹底して確認する。
　管理職としての「らしさ」は年をと
れば自然に身につくものではなく、そ
うなろうとする努力が必要。仕事に対
する厳しさや考え方をしっかり持つこ
とが大切で、「事務職としての矜持は
そうした積み重ねで生まれてくる」と
佐合氏は述べた。

医療の質と経営の質の両立に取り組む
　上尾中央医科グループ協議会の病院
管 理 室 室 長 の 朝 見 浩 一 氏 は、「Our 
quality is our pride～事務管理者の立
場から～」について発表した。Our 
quality is our prideは、職員の目標と
して示しているもので、「自分の病院
を家族や友人に胸を張って紹介できる

か。地域でオンリーワンの病院になろ
うと話している」と朝見氏。
　朝見氏は、病院事務長職のほかに
AMQI（上尾医療の質向上委員会）で、
医療の質と経営の質（経営改善）を両
立させる仕事に取り組んでいる。「収
支を追いかけるだけでは病院の機能と
しては十分ではない。質を高めなくて
はいけない」と朝見氏はいう。
　AMQIでは、医療の質の評価指標

（QI）を収集・分析し、グループ内の
病院の相互評価を行っている。日本医
療機能評価機構の病院機能評価の受審
にも取り組む。
　指標の一つとして、患者満足度調査
の状況を紹介した。外来の患者満足度
は改善傾向にあるが、グループ内でば
らつきもある。「ベンチマークによっ
て自院の立ち位置を知ることが大事
だ」と朝見氏は述べた。
　廿日市記念病院事務長の新山毅氏は、

「事務職のできること～黒子であり要
になる～」のテーマで発表した。新山

氏は、一般企業に就職し、営業部門で
勤務した後に同病院に入職した。当時
は病院の管理部門の強化を図っている
時期であり、企業組織を知る若い人材
で、医療の常識にとらわれない病院組
織をつくる狙いがあった。
　同病院は、1991年の開設で若い組織。

「ゼロからのスタートだったが、企業
での勤務経験は役に立った」と新山氏
はふり返る。新山氏は、人事考課制度
の構築に取り組み、年功序列から職能
給へ移行。当初は、職員の理解が得ら
れず苦労したが、段階的に制度を整え、
目標管理制度を立ち上げることができ
た。
　新山氏は、「人事考課は職員がやり
がいを持つために重要な骨組み。中小
民間病院に重要な制度である」と述べ、
現場をよく知り、経営感覚を持った事
務職が組織力を高めると考えている。

病院事務職の矜持
シンポジウム５ 組織管理と人材育成の経験を共有

続報・全日本病院学会 in 愛知
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　学会２日目に行われた特別講演６で
は、国際医療福祉大学大学院の高橋泰
教授が「医師偏在の現状」のテーマで
講演し、各種のデータを駆使して、医
師偏在の原因を解き明かした。
　１県１医大構想に基づいて、1970年
代に32校の医学部が新設され、医師の
養成は年間8,000人体制となった。毎年
4,000人の医師がリタイアし、差し引き
4,000人くらい医師が増えた。現在、医
学部の定員増によって毎年9,000人の
医師が誕生するが、今後、新設医大の
卒業生がリタイアの時期を迎え、6,000
～ 7,000人がリタイアする。これまで
は毎年4,000人の医師が増えていたが、
2,000人しか増えなくなる。「厚生労働
省は2028年から2033年頃に医師の需給
が均衡すると予測しているが、思った
ほど医師は増えないので、誤差が生ず
る。厚労省の予測通りにならない可能

　学会１日目の特別講演３では、「ト
ヨタのものづくり」をテーマに、トヨ
タ自動車株式会社の元社長で現相談役
の張富士夫氏が、ムダを省いて生産性
の向上を図る「トヨタ生産方式」につ
いて語った。
　「トヨタ生産方式」は医療にも応用
されており、座長を務めた紘仁病院理
事長の重冨亮氏は、米国のバージニア・
メイソン病院がトヨタ生産方式を導入

　医療従事者委員会では事務長研修、
看護部門長研修を行っている。それぞ
れのべ20日、９日の研修を行い、各人
の病院の経営改善をテーマにディス
カッションし、最終日には研修のまと
めとなる共通課題の解決方法をグルー
プごとに集約して発表をしてもらって
いる。
　せっかく計画を立てて実行したのだ
から、それがどのようにうまくいった
のか、あるいはうまくいかなかったの
か、うまくいかなかったのであれば、
その原因は何か皆で議論しようという
ことで、フォローアップ研修会が行わ
れている。
　フォローアップ研修では事務、看護
でそれぞれ数グループに発表をしても
らうが、事務、看護が混じって発表し、
お互いに議論をするという形で開催す
る。共通する論点もあれば、職種特有
の問題もあるが、違う立場でみること
でかえってお互いの理解が深まるとい
うことで好評であった。
　今回の全日本病院学会in愛知では

性がある」と高橋教授は指摘した。

女性医師は今後も確実に増える
　次いで高橋教授は、３師調査のデー
タを基に過去20年間の変化を分析した。
　1996年から2016年を比べると、女性
医師と40歳以上の男性医師の増加によ
り医師の総数は33％増えた。一方、若
い世代は増えておらず、30代に限れば
男性医師は21%も減少している。実は
日本の女性医師の比率は世界で一番低
い。「どうみても女性医師はもっと増
えていく。それを前提に制度をつくる
必要がある」と高橋教授は述べる。
　大都市・地方都市・過疎地で分ける
と、1996年から2016年にかけて大都市
は41％、地方都市は30％増えているの
に対し、過疎地は４％しか増えていな
い。大都市の増え方が激しい。
　病院と診療所でみると、2006年から

し、ヒヤリ・ハット事例の減少や患者
満足度の向上により、経営の改善につ
なげた事例を紹介した。福岡県の麻生
飯塚病院はそれを逆輸入する形で、毎
年、バージニア・メイソン病院にスタッ
フを派遣しているという。
　トヨタ生産方式は、各工程で必要な
ものだけが流れるように、停滞なく生
産する「ジャスト・イン・タイム」と、
異常が発生したら機械が直ちに停止し
て不良品をつくらない「自働化」の２
つの考え方を柱として確立させた。
　張氏は、1950年代当時のGM（ゼネ
ラルモーターズ）・フォード・クライ
スラーのビッグ３全盛時代の米国の自
動車産業の大量生産主義に追いつくた
めに、「ムダを省いた原価低減（工数低
減）に取組む必要があった」と振り返
り、「ジャスト・イン・タイム」は、「ム
ダを省くことが大きな特徴であり、こ
れが今でも基本的な考え方になってい

フォローアップ研修で発表してもらっ
た演題の中から、さらに代表演題とい
うことでそれぞれ１演題ずつを発表し
てもらった。
　当日は約100名の方が参加され、池
上直己特任教授（聖路加国際大学）、
萩原正英氏（㈱日本経営支援センター
代表取締役社長）のコメントをいただ
きながら活発な質疑応答が行われた。
それぞれの部門の発表者からのコメン
トを記して、当企画の総括としたい。

【代表発表２題の演者の感想】
○事務部門；社団医療法人養生会

かしま病院　　江坂　亮
　私達は病院事務長研修の17期に当た
り、病院経営管理能力を身につけるべ
く同期で切磋琢磨しながら延べ８日間
20単位の研修を無事終えることができ
た。研修中の課題は年々増加傾向にあ
るようなので、現在受講中の18期生を
はじめ、これからの受講生には負けず
に頑張っていただきたいと思う。
　今回私達のグループ発表のテーマは

2016年にかけて病院勤務医は20％増え
たが、診療所の医師は８％しか増えな
かった。若い医師は、開業しなくなっ
たためだ。

外科医の減少が問題
　診療科別にみると、外科だけが減っ
ている。「厚労省は小児科と産科に焦点
を当てているが、外科に焦点を当てて
対応を考える必要がある」と高橋教授。
　医師の地域偏在は、若い男性医師が
過疎地に行かなくなり、男性以上に大
都市志向である女性医師が急増してい
ることが原因だ。若い医師が大都市に
集まり、過疎地に行かなくなった。過
疎地では医師の数が増えず、さらに高
齢化が進む。「これまでがんばっていた
医師がリタイアするようになると、病
院の当直が組めなくなる」と懸念した。
　これらの分析結果を踏まえ高橋教授

る」と述べた。
　講演の中で、「ムダをなくしていく
ことで効率が上がる」と、ムダな仕事
の見極める技術の重要性を強調。トヨ
タにおける仕事とは付加価値を高める
ため、工程を効率化する不断の取組み
であり、ムダが生じる具体例として、
「二度（三度）手間」「やり直し」「手間待
ち」「不良品」をあげた。
　「自働化」は、トヨタグループの創
始者である豊田佐吉氏が発明した自動
織機の考え方を自動車に取り入れたも
のである。「問題があればラインをと
め、なぜそうなったか理由を考えて、
根本原因を探る。自働化によって品質
がよくなれば、ラインがとまらなくな
る」と述べた。
　これに関連し、「なぜ」について張氏
は、「英語の５Ｗ１Ｈではなく、すべ
てWHYの５Ｗを使う。１回の『なぜ』
では本当の理由にたどり着かない。５

「地域密着化」であった。これは、事
務長研修参加者が持ち寄った約3,000
件の自院における課題のうち、多くの
病院に共通する課題の１つであった。
事務長研修修了後のその後の取り組み
と成果を報告する場が今回の学会であ
り、非常に貴重な経験であった。
　メンバーがそれぞれ、自院での地域
密着化を検討・実行し、形にしたが、
上手くいったものもあればそうでない
ものもあった。結果がついてくるのが
理想ではあるが、自分の中で「こうし
よう」と思った考えを形にして実行し、
評価・報告という一連の流れをやりき
れたことは私も含めグループメンバー
にとって今後の大きな糧になったと確
信している。

○看護部門；医療法人やすだ
堀口記念病院　野口真由

　2018年度診療報酬・介護報酬同時改
定により、当グループでは住み慣れた
地域で継続して生活できるよう地域・
在宅とのつながりを強化し、入院前か

は、「働き方改革が始まり、女性医師
が４割まで増えることを考えると、今
後医師が充足するとは考えにくい。医
学部の定員増をやめるのは間違ってい
る」と述べた。
　その上で具体的な対策を提言した。
医師需給に大きな影響がある若い医師
の動向に焦点を当てた資料を公開し、
それをもとに偏在対策を議論するべき
だと主張。さらに、緊急に過疎地に医
師を派遣する仕組みをつくることを提
案し、「開業を含め法人の長になるに
は指定の地域で半年以上働くことを義
務化することで、過疎地の問題は解決
に向かうだろう」と述べた。

回繰り返すことで、現象から原因、真
因に近づく」と述べた。
　人材育成については、現場の業務の
中で、主体的に考えることを重視して
いる。上司の言葉を振り返り、「仕事
では『見たか』と『なぜだ』を常に聞か
れる。この２つに対する答えをいつも
用意しておく必要がある。主体性を
持って取組ませることによって、部下
が育つ」と張氏は指摘した。
　現場の訓練では、①現場に出てムダ
を見つけよ②思い切って直せ③よいと
思ったらすぐやれ―をあげ、「真に理
解するには経験することだ。『百聞は
一見にしかず』であり、『百見は一行に
しかず』である。百見るよりも一つを
行うことが大事である」と強調した。
　これらは上司から部下に代々受け継
がれており、「この部下を育てようと
思ったら結論は絶対言うな。考えさせ
ろ」という教育が行われているという。
張氏は最後に、「人間は他の動物と違っ
て考える能力があるのだから、仕事に
おいてもそれができる職場をつくるこ
とが大切なこと」と述べた。

ら退院後まで一連の流れで切れ目のな
い入退院支援が重要視されていると考
え、課題に着手しました。自院で通常
業務を行いながらの業務改善は大変で
したが、グループ内で自院の現状など
意見交換を行い『自分も頑張らないと
‼』という思いで、課題に向き合うこ
とができました。また、課題作成する
に当たり、委員の皆様に的確な指示を
いただき、グループで共有し修正・変
更・追加していくことで、１つの演題
を作り上げることができました。
　最初は、看護部門長研修の最終日に
発表し終了と思っていたのですが、委
員の方々が自グループの演題に興味を
持ってくださって、今回、【全日本病
院学会in愛知】で学会発表させていた
だくことができました。こんな機会は
なく、本当に緊張しっぱなしでしたが、
よい経験をさせていただきました。

医師偏在の原因と対策

トヨタ生産方式からムダを省く現場仕事を学ぶ

事務長研修、看護部門長研修の代表演題を発表

特別講演６

特別講演３

医療従事者委員会

国際医療福祉大の高橋泰教授が偏在対策を提言

トヨタ自動車株式会社相談役　張富士夫氏

医療従事者委員会委員長　井上健一郎

続報・全日本病院学会 in 愛知
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愛知学会の点描

１．本企画の趣旨
　医療の安全確保は、病院団体、職能
団体、医療機関および医療従事者の責
務である。しかし、昨今、安全に関す
る問題が多発し、医療における安全の
確保は国民の強い要請となっている。
　かかる情勢を受けて、厚生労働省は、
2006年の医療法改正で、医療機関に医
療安全管理体制の整備を課した。
　医療安全管理体制相互評価は、特定
機能病院に義務化されているが、それ
以外の医療機関は任意であり、いくつ
かの団体が自主的に実施している。
　2018年4月の診療報酬改定では、医
療安全対策地域連携加算が新設された。
しかし、相互評価の方法や内容は標準
化されていない。同一の考え方、同一
の評価基準、同一の評価表で、自己評
価し、他院の評価を受けることが重要
である。
　したがって、当委員会では、医療安

　人間ドック委員会のセッションでは、
「医療職のためのこれからの特定保健
指導」をテーマに、特定非営利活動法
人健康経営研究会の岡田邦夫理事長と
あいち健康の森健康科学総合センター
の津下一代センター長の講演が行われ
た。
　岡田氏は、「アウトカムを求める保
健指導」について説明。保健指導を通
じて個人の行動変容をいかに進めるか
が重要であるとし、保健指導の担当者
に求められる能力をあげた。
　特定保健指導は、メタボリックシン
ドロームに着目し、健診結果に基づい
て対象者を階層化し、リスクに応じて
行動変容を支援するものだが、多くの
人は健康に無関心であり、体重が増え

全対策地域連携加算に適切に対応する
ために、標準的安全管理点検表を作成
することとした。現時点では、研修会
の受講は施設基準の要件ではないが、
感染管理加算と同様に、近い将来、体
制構築および運用の実態が問われるこ
とは必至と認識している。
　本企画は、本制度の意義を理解して
いただくとともに、実践する参考に資
することを目的にした。

２．講演概要
2-1　「標準的相互評価点検表の開発の
経緯とその役割」を永井庸次氏（株式
会社日立製作所ひたちなか総合病院名
誉院長）が解説した。2018年度に４回
の「医療安全管理相互評価者養成講習
会」を開催した。最初の３回の講習会
の知見等に基づいて、標準的安全管理
点検表とその点検表の解説をまとめ、

『医療安全管理体制相互評価の考え方

ても生活習慣を変えることに消極的で、
先延ばしにしがちだ。このため、対象
者のヘルスリテラシーを高めることが
産業保健スタッフに求められると岡田
氏は説明する。
　健診の結果を正しく理解してもらう
ことが有効だ。健診結果から将来の発
症リスクを知らせ、行動変容をサポー
トする。「自分ごととして健診データ
を理解し、リスクを認識して行動を変
えるようにサポートすることが重要」
と岡田氏は強調する。
　個人では生活習慣を変えるのは難し
い場合も多い。岡田氏は、職場全体で
取り組み、個人の行動変容を組織で支
え、ワークスタイルを変えることが大
切と指摘した。

と実際: 規模別・機能別に適用できる
標準的相互評価』を出版した（メディ
カ出版　2018年12月）。2019年1月には、
本書に基づいた標準的安全管理点検表
の実践に基づいて、第4回目の講習会
を開催した。
2-2　「相互評価の評価者の教育研修に
ついて」を藤田茂氏（東邦大学医学部
社会医学講座講師）が全日病の研修会
を開催した経験を基に解説した。
2-3　「標準的相互評価点検表を用いた
相互評価の実際」について、「評価側の
立場から」小澤里美氏（磐田市立総合
病院医療安全管理者）が、規模、機能
の異なる病院間の調整が困難であるが、
標準的点検表を使用したので、可能で
あったと工夫を解説した。
2-4　「標準的相互評価点検表を用いた
相互評価の実際」について、「受入側の
立場から」金内幸子氏（練馬総合病院
薬剤科長）が、事前の院内調整と評価

行動変容をサポートする働きかけ
　津下氏は、「第３期に入った特定保
健指導―実施率・効果を高めるために」
のテーマで講演。保健指導は、健診の
データを活用して行動変容を促す仕組
みであると説明した上で、健診結果に
問題がなくても黄色信号が出ている人
にアプローチすることが大切と述べた。
健診のデータからメタボになりかかっ
ている人を抽出し、生活習慣を変える
ことで、悪化を食い止めることが求め
られる。「自覚症状や痛みの感覚がな
い人に気づいてもらうことが大切」と
述べた。
　そのためには、何から行動を始めた
らいいかを一緒に考える姿勢が大切だ。
本人がイメージできることを具体的に

側との調整の工夫と留意点を解説した。
2-5　総合討議では、演者間および会
場との活溌な質疑応答があった。

３．まとめ
『医療安全管理体制相互評価の考え方
と実際』を出版できた最大の要因は、
委員会委員と研修会参加者との相互意
見交換に基づいて標準的相互評価点検
表を段階的に改訂して作成したことで
ある。
　真の意味の「医療安全対策地域連携」
体制を構築することとその実践が求め
られている。医療安全委員会（医療の
質向上委員会から分離）主催の研修会
に参加いただき、相互評価を模擬体験
していただきたい（第2回相互評価研修
会開催予定2019年12月21～ 22日）。

約束し、それが習慣につながるように
応援していくことが保健指導の基本的
な流れとなる。
　特定保健指導は、リスクの有無で網
掛けをし、全員をカバーするために階
層化の考え方を取り入れている。限ら
れた資源を有効に活用するための方策
だ。保健指導は自分では指導を受けた
いと思わない人に会えるチャンスであ
り、指導者としての力量が問われる。
　「20分の限られた時間なので、難し
いことを話すのではなく、できるだけ
簡単にその人がメリットと感じられる
ように話すことが重視される。多くの
人はできない理由を述べるが、何がで
きるかを一緒に考えることが大切」と
津下氏は強調する。
　本人が自分ごととして、意欲を持っ
て行動を変えることが重要だ。津下氏
は、生活を変えてよかったと意識でき
るようにPDCAを回して効果を確認
することを保健指導担当者に求めた。

医療安全管理体制相互評価の意義と対応

成果をあげる特定保健指導の方法を説明

医療の質向上委員会

人間ドック委員会

医療の質向上委員会委員　飯田修平

人間ドック委員会委員長　西　昂

続報・全日本病院学会 in 愛知
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　病院機能評価は、1997年に運用が開
始された（公財）日本医療機能評価機
構による病院機能評価事業であるが、
評価方法、評価項目、機能種別など年々
見 直 さ れ、2018年4月 か ら は3rdG：
Ver2.0として運用されている。
　当委員会では、今年度の学会テーマ
に沿い、「今こそ示せ、機能評価認定病
院のプライド」と題して、機能評価で
Ｓ評価（秀でている、特に良いと認め
られた評価）を取得した部門の代表者
に演者をお願いした。普段、病院の中
では裏方的な存在となっている栄養部
門、薬剤部門、地域連携部門、リハビ
リ部門、事務部門の立場で、それぞれ
の部門のプライドをかけ、どのように
Ｓ評価を取得したのか、そこに至る経
緯など具体的な事例を含め発表頂いた。
　最初に千春会病院栄養科の谷中氏に

「積極的な栄養管理の仕組みと実際」
と題して発表頂いた。60床という小規
模病院ではあるが栄養部門に20名配置

　これまでの本企画では制度を広める
ために、理事長・院長、看護部長など
管理者が登壇していたが、制度発足か
ら５年が経過したことから、今回は研
修を終え、現場で活躍している看護師
が登壇するスタイルとした。本制度は
医師の働き方改革、タスクシフティン
グ、タスクシェアリングで注目されて
いるが、その実態に切り込むディス
カッションができたと思われる。
　冒頭、厚生労働省看護サービス推進
室の習田由美子室長から、今年度のモ
デルチェンジ、特にパッケージ化の概
要について説明があった。また特定行
為研修修了者は1,685人（2019年３月時
点）であることが示された。2018年度
看護師の特定行為研修に係る実態調
査・分析等事業の結果によると、特定
行為研修による効果として、感染率低
下、術後の早期回復、在院日数短縮、
看護の質向上、患者満足度向上、多職

1　本企画の趣旨
　本企画の趣旨は、
1-1　医療事故調査制度およびその運
用を適切に理解すること
1-2　医師法21条を適切に理解するこ
と、①法医学会の異状死ガイドライン、
②検案の定義・解釈、③診療関連死の
警察への届け出、④医療の過失責任を
問えるか、⑤医療事故調査制度を医師
法21条と一緒に議論すること、⑥自己
負罪拒否（特）権・黙秘権、⑦医療事
故調査制度および医師法21条の解釈の
相違、⑧医師法21条に関する厚生労働
省の解釈の変遷―である。

２．講演概要
2-1　「医療事故調査制度の制度運用に
おける問題―対象事例の判断と医師法
21条―」を飯田修平氏（練馬総合病院
理事長・院長）が、
1-1.医療事故調査制度運用における問
題として、①対象事例の判断に関して、

され、管理栄養士を厨房と病棟にも配
置し、多職種連携の中で、随所に工夫
されたきめ細やかな食事の提供をされ
ていた。さらに管理栄養士が地域活動
にも参加されていることは地域貢献に
もつながる取り組みである。
　次に、総合大雄会病院薬剤科の後藤
氏に「安全な薬剤の使用について薬剤
師ができること」と題して発表頂いた。
口頭指示を原則禁止、薬剤師が24時間
体制で処方・注射薬監査を実施、病棟
に注射薬を極力配置しない取り組みや、
病棟での薬剤師と看護師の連携による
注射薬の調製など、日頃の取り組みが
高い評価を受けた実例であった。
　続いて、西岡病院医療ソーシャル
ワーカーの岡村氏に「PDCAサイクル
と地域連携」と題して発表頂いた。地
域連携を推進する「とよひら・りんく」
の活動を通じて、在宅療養支援診療所
等とタブレットを活用した情報共有、
看取り介護に向けた冊子作成や情報提

種のハブとして機能、医療機関の増収
等が示された。その他、特定行為研修
制度自体が共通科目のe-leaningを院
内研修として活用されている施設があ
ることも紹介された。
　各演者より以下の報告があった。
○星総合病院在宅事業部事務局長の戸
崎亜紀子氏（区分：創傷管理関連）から、
訪問看護での活動の現状の報告があっ
た。
・日中独居が多く、何かあっても通院
できない患者が多い在宅医療において
は、訪問看護師のアセスメント能力が
問われる。その点で特定行為研修での
学びを生かせる。
・研修終了後は、特にケアマネから関
連で介入依頼がくるようになった。
・課題：地域の医療機関に特定行為の
手順書が理解されておらず、連携しづ
らい。
○織田病院外来主任の谷口繁樹氏（区

法令の趣旨とは異なる解釈をする団体
や病院があること、②医師法21条の解
釈の相違があること、
1-2．医師法21条と医療事故に関して、
日本法医学会「異状死ガイドライン」

（1994年）から医療法改正、医療事故
調査制度制定（2014年 6月）までの経
緯、とくに都立広尾病院事件に関する
医師法21条と憲法38条黙秘権（自己負
罪拒否特権）の問題、医師法21条に関
する厚労省の解釈の変遷を解説した。
2-2　「医療事故調査制度と医師法21条
改正の動向」を安藤高夫氏（衆議院議
員、全日本病院協会副会長）が医療事
故調査制度の成立の経緯と医師法21条
改正の動向を解説した。
2-3　「病院長としての医療事故調査制
度の対象事例の判断と警察への届出」
を永井庸次氏（株式会社日立製作所ひ
たちなか総合病院名誉院長）が、予期
しなかった死亡・死産の解釈、医療安
全機構・警察への届出、病院長の医師

供、アドバンス・ケア・プランニング
（ACP）への地域支援活動、さらに災
害時を想定した体制作りなど、積極的
な地域連携活動を推進されていた。
　次に、美原記念病院言語聴覚科の腰
塚氏に「今こそ示せ、リハビリ専門職
のプライド」と題して発表頂いた。回
復期リハ病棟のFIM目標の設定では、
ADL目標を数値化し予後予測表、歩
行動画、介護保険リハビリの説明など
患者側の視点で具体的な情報提供をさ
れていた。また、畑プロジェクトとい
うリハビリの活用効果では、患者の生
きがい作りや行動変容を促すユニーク
な成果のある取り組みをされていた。
　最後に、木村病院常務理事の木村氏
より「地域包括ケアシステムが進む中で
中小病院ができる地域への情報発信」
と題して発表頂いた。都市型の高齢化
が進む地域の中で、災害時医療救護訓
練、地域連携の会、地域包括ケアシス
テムを考える会、市民医療フォーラム

分：術後瘻痛管理関連）は、研修終了後、
外来業務、特に救急外来のトリアージ
等を担当している。
・研修の成果としては、臨床推論、フィ
ジカルアセスメント能力がついたこと
が大きい。
・研修前は、主訴、現病歴を聞き取り、
身体診察し指示待ちだったが、研修後
は痛みの症状を聞き取り、病態予測し
自身で処置を考えられるようになった。
医師との意思疎通もしやすくなり自身
の考えに対して医師からもフィード
バックをもらえ、スキルの向上にも繋
がっている。
○恵寿総合病院看護師長の山本美保氏

（区分：呼吸器関連）はＨＣＵ師長か
ら内科病棟師長に異動し、急性期では
人工呼吸器の早期離脱、慢性期ではカ
ニューレ交換等に携わる。
・特定行為研修を受けたことにより、
医師が来るまで待たなくてもよくなり、

法第21条違反、医師の刑事責任、当該
職員・遺族からの問題点等を解説した。
最後に、積極的な医療事故調査制度の
活用が職員・病院を守る手立てである
とした。
2-4　「医療事故調査委員会外部委員の
経験から」を長谷川友紀氏（東邦大学
医学部社会医学講座教授）が、医療事
故調査等支援団体の役割、院内事故調
査委員会の構成、外部委員招聘の留意
点、調査が円滑にいかない理由、医療
事故調査の意義等を解説した。
2-5　「医療事故調査制度と医師法21条
の法的解釈」を宮澤潤氏（宮澤潤弁護
士事務所所長）が、医療事故調査制度
と医師法21条との関係と、警察の介入
は専門家判断の後にすべきであること、
医療事故（故意・重過失を除く）を刑
事罰の対象としない事を主張した。ま
た、検案に関する解釈を解説した。
2-6　総合討議
　講師間の率直な意見交換があり、と

などの活動を行い、さらに、地域のお
祭りやイベントにも積極的に参加され
ており、活発な取り組みが評価された
ということであった。病院の診療機能
を活かした活動に止まらず、地域密着
型病院として、地域と共に活動されて
いる特徴的な取り組みの実例であった。
　その後、フロアからいくつかの質問
と演者を交えた意見交換が行われた。
機能評価を受審する負担はあるものの、
それ以上に病院機能が向上するなど得
られるもの方が大きいということで
あった。また、それぞれの病院の取り
組みに共通する点として、機能評価受
審を目的化することなく、PDCAを回
しながら、患者のため、地域のために
活動されていた。日頃の取り組みが高
く評価され、病院機能評価を通じて医
療の質向上につながっている事例は、
他の会員病院にとっても大いに役立つ
内容であったのではないだろうか。

人工呼吸器から離脱のタイミングも
はっきりするようになった。
・専門外の医師や研修医に助言をする
ことが可能になった。
・課題：同院にはすでに16人の研修修
了者がいるが各勤務帯に必ずいる状況
になく、特定行為を広く実施するには
問題があることが示された。

○質疑・まとめ
　臨床推論、フィジカルアセスメント
能力がつき、医師の思考過程を理解で
きるようになり、医師が欲しい情報を
伝えられることが大きな効果であるこ
とを確認した。特定行為研修の共通科
目については、看護師として２～３年
経験した頃に受けると現場で起こって
いることとリンクし、スキルアップに
繋がるため、看護師の卒後研修として
有用などの意見が示された。また、研
修体制について、勤務時間内に受講す
るか、勤務時間外にするかについて、
各病院の実情が報告された。
　さらに、今後のパッケージ研修につ
いての各病院の考え方が示され、今後
の拡大が期待された。

くに、医師法21条と憲法38条黙秘権（自
己負罪拒否特権）に関しては意見が分
かれたが、医療事故（故意・重過失を
除く）を刑事罰の対象としない事では
意見が一致した。会場との質疑応答も
活溌であった。

３　まとめ
　本企画設定時には、医師法21条に関
する厚労省の通知等に問題があり、そ
の後、厚労省の公式見解に変更はない
との発表があった（2019年4月）。しか
し、通知等の文章はそのままであり、
2019年度版「死亡診断書（死体検案書）
記入マニュアルの追補について」で2
月8日の通知を引用した部分を削除す
る等の不整合がある。
　医療事故発生報告を促進し、原因究
明、再発防止をするために、重過失・
故意以外では、医療における過失責任
を問わない法体系の議論が必要である。

今こそ示せ、機能評価認定病院のプライド

今こそ示せ、『看護師の特定行為研修』修了者のプライド

「医療事故調査制度と医師法21条の解釈」報告

病院機能評価委員会

看護師特定行為研修委員会

医療事故調査等支援担当委員会

病院機能評価委員会委員　朝見浩一

看護師特定行為研修委員会委員長　神野正博

医療事故調査等支援担当委員会委員　飯田修平

続報・全日本病院学会 in 愛知
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　「次期改定については中医協におい
て第２ラウンドの協議がスタートした
が、本格的議論はこれから。医師の働
き方改革も踏まえ、将来の診療報酬の
在り方について３人の演者にご講演頂
き、総合討論を行う」と司会者より主
旨を説明した。要旨は以下の通り。

①「医療人（医師）の働き方改革」（同委
員会　西本育夫委員）
　人口減少・少子高齢化に対して、働
き方改革が推進される意義、医師の働
き方改革の問題点について説明があっ
た。厚労省より医師の宿日直、自己研
鑽の通知が出たが、医師の副業規制に
ついては「労働政策審議会」の議論に
注目が必要。タスクシフト、タスクシェ
アリングの問題として、医師事務作業
補助者の配置が急性期に偏っている点、
看護師が人員配置基準に縛られ人手が
足りない他部署へ手伝いにも行けない
点、専従・専任要件の厳しい縛りによ

　全日病では2018年度老人保健事業推
進費等補助金老人保健健康増進等事業
で「認知症の症状が進んできた段階に
おける身体合併症に関する調査研究事
業」を行った。
　本研究の目的は、認知症と身体合併
症を併せ持つ患者への適切な対応を行
うためには、精神科以外の病床におけ
る行動・心理症状（BPSD）への対応力
を高める視点や、精神科の病床におけ
る身体合併症への対応力を高める視点
の他、適切な連携をとる視点が重要で
あると考え、まず入院医療機関におけ
る認知症の人の入院・治療方針等の実
態と課題を明らかにした。そのうえで、
認知症の症状が進んできた段階の身体
合併症へ対応するための手法、本人・
家族の意志を踏まえた身体合併症に関
する疾病の治療方針の決定に関する課
題について検討を行った。
　この結果に基づき３人の演者に各施

　介護医療院が創設され、１年半が過
ぎた。令和１年6月30日における介護
医療院開設数は223施設、14,444療養
床と報告されている。内訳は介護医療
院Ⅰ型が146施設、Ⅱ型が75施設であ
り、介護療養病床からの移行が最も多
く91施設、9,594療養床、介護療養型
老人保健施設からが56施設、2,215療
養床、医療療養病床ⅠまたはⅡが43施
設、1,433療養床となっている。この
数字をどう評価するかはそれぞれの地
域、医療機関によって違うであろう。
しかし制度上廃止されている介護療養
病床、経営・運営が厳しい経過措置型
医療療養病床を持つ我々は移行施設を
適切かつ迅速に決める必要がある。今
年の当協議会企画は制度の狭間にある
施設の目指す施設として介護医療院が
持つ意味を実際に運用されている介護
医療院の実態を提示して頂き検討した。
　まず厚生労働省老健局老人保健課長
眞鍋馨氏に創設された介護医療院の経

り繁閑の柔軟な勤務対応が出来ない点、
介護職員処遇改善加算により、同じ職
場において介護職とその他では同一労
働同一賃金となっていない点など、
様々な具体例をあげ問題提起した。

②「診療報酬と、医療の質・効率化に
ついて」（全日病　猪口雄二会長）
　医療提供体制に対する影響因子とし
て、地域医療構想における公私の役割
分担、医師の働き方改革（特に副業問
題）、総合医の位置づけ、救急・急性
期医療の集約化、人手不足の影響とし
て、看護補助者の不足、外国人流入の
問題、病院給食提供の問題、グルーピ
ングとして、地域医療連携推進法人、
M&A等の問題提起があった。前回ダ
ブル改定から、今年10月消費税増税分
の改定、2020年度診療報酬改定に向け
ての問題点に触れた。重症度、医療・
看護必要度の見直し、働き方改革への
専従・専任の緩和、看護基準（様式９）

設での現状をお話しいただき討論した。
発言内容は次の通りである。
　土屋病院病棟師長の影山聖子さんは
身体拘束について話された。行動制限
状況を退院患者から振り返りを行った
結果、①およそ30％の患者に行動制限
が見られた。②離床センサーを行動制
限とらえていたが、『見守り』としてと
らえるようになってきているので病院
として行動制限の考え方を再検討して
いかなければならない。③行動制限せ
ずに転倒や骨折などの事象が発生して
いることもあり、安全な療養環境を整
えるためにアセスメントや観察力を養
う必要がある。④多職種カンファで事
例について話し合いを行い回避するこ
とが可能になった。最後に当院には精
神科医がいるので、適宜相談できる体
制であり行動制限廃止に向けて今後も
取り組んでいきたい。
　次に、脳血管研究所附属美原記念病

緯と意義、そして将来展望を含めてま
とめて頂いた。地域医療構想が進むな
か、地域包括ケアにおける在宅施設と
しての介護医療院は医学的管理がなさ
れ、看取り・ターミネルケアにも適切
な対応がなされる長期療養施設・生活
施設として第7期、第8期医療計画にお
いても推進事業と捉えられており、介
護医療院への移行支援は今後も継続さ
れる予定にある。
　次いで転換型老健140床を一気に介
護医療院へ移行し、今後も介護療養病
床を介護医療院へ移行予定である医療
法人社団和恵会湖東病院理事長猿原大
和氏に決断に至ったいきさつ、また実
際に開設してのご苦労をお話し頂いた。
　介護医療院へ入居し自分の生活空間
でのんびりお過ごし頂くことは長期療
養施設としては理想的である。しかし
予想以上に医療度・介護度が高い方が
多く、多職種にわたるマンパワーを確
保することが難しく、今後そのマンパ

の見直し、四病協団体協議会のタスク
シフティングへの提言を説明。また複
雑化した診療報酬制度、これまで薬価
減に頼った改定、2年に1回の改定ペー
ス、性善説中心の制度を変えられない
現状、これらの問題点を根本的に変え
るには、医薬分業の在り方再考、スト
ラクチャーからプロセス・アウトカム
評価への変革、効率的な病院運営の実
現、そのための持続可能は社会保障制
度の構築が必要との説明があった。

③「医療現場におけるAI、IoTの導入
について」（株CHC　河北真文社長）
　診療報酬制度は、基本的に医療行為
に対する対価であり設備投資は考慮さ
れていない。医療情報システムによっ
て本当に業務は効率化されたのか、最
新テクノロジーと病院の付き合い方に
は課題が多い。RPA（Robotic Process 
Automation）とはPC内で働いてくれ
るロボット、医療者はより付加価値労

院急性期病棟師長の小椋静磨さんは
「急性期病棟における身体拘束解除へ
の試み ～せん妄・認知症の患者のケ
アを中心に」を話された。急性期医療
の現場では安全担保を大義に身体拘束
が安易に行われていると感じられる。
当院では、多職種で構成される認知症
サポートチームを組織し、急性期病棟
に認知症看護認定看護師を配置、連携
して身体拘束解除にむけて組織的に対
応した。きめ細かいケアの実践により
急性期病棟においてせん妄や行動･心
理症状を呈する患者数は減少し、身体
拘束の実施率は著しく低下した。
　しかし、アクシデント発生はなく身
体拘束が患者の安全を担保するもので
はないことを示した。一方、認知症ケ
ア加算対象者が減ったことにより当該
算定点数は減少し、病院経営上はデメ
リットとなることが示唆された。診療
制度において認知症ケアに対する適切

ワーに見合う報酬が設定されかどうか
は大きな課題となりそうである。
　次いで医療法人慈繁会土屋病院事務
長の本郷俊之氏は99床という小規模病
院で地域包括ケア病床、Ⅰ型医療療養
病床を有するなか介護医療院を新設し、
病床運営のなかで介護医療院が果たす
役割を話して頂いた。地域包括ケア病
床の在院日数、在宅復帰率を見据え、
患者に適切な療養環境を選択するため
に細かい患者評価を医師、看護師、ケ
アマネージャーなど多職種で行ってい
る。しかし思うように有効な病床稼働
に繫がらない厳しさも提示頂いた。
　最後に医療法人弘生会本庄内科病院
理事長・院長の本庄弘次氏に地域医療
に密着した医療・介護を行うに当たっ
て介護医療院のあるべき姿をお話し頂
いた。医師と患者の信頼関係は常に同
じ空間で育まれることが理想的であり、
医療・介護と繋いできた患者の看取り
を最後まで行える介護医療院は地域か

働を行い、単純作業はロボットに任せ
ることが重要。病院内の様々な業務を
整理して、企業依存ではなく病院団体
としてRPAロボットを開発していく
教育研修事業が重要。医療材料のバー
コード管理にRFIDを導入して人件費
削減等の紹介があった。

④《総合討論》
　介護処遇改善加算の現場での問題点
を再確認した。副業問題、働き方改革、
宿日直の問題については、医療機関側
も部署別、職種別等の細かな対応が必
要。RPAと診療報酬ついては業務洗
い出しが先決だが、人事労務管理は実
現可能。最新テクノロジーには新たな
投資が必要だが診療報酬に転化してコ
スト回収が出来ない。病院が教育研修
事業でRPAを開発し利益を再投資す
る仕組作りが必要。複雑な診療報酬制
度、査定制度等に縛られ過ぎており、
最低限の保険給付制度は維持しつつも、
患者が自由診療、選定療養としてサー
ビス、質を選択できる新たな仕組みが
求められる等の討論があった。今後三
位一体改革、診療報酬制度改革は患者
本位の改革であるべきと締めくくった。

な評価が望まれる。
　平川病院院長の平川淳一先生は精神
科病院における認知症の身体合併症に
ついて話された。精神科病院でも高齢
化が進んでおり、認知症を含め身体合
併症への対応できる病院も増えている。
　今回、認知症が進んできた段階にお
ける身体合併症に関する調査研究事業
報告書（全日本病院協会2019年3月）に
よると、一般・療養病棟において、
BPSDにより対応困難となった際にと
られる対応として、家族に付き添いを
要請する、身体拘束を行う、薬剤投与
などが、多くの病棟で行われているこ
とが明らかになった。
　これらの対応は、身体疾患を治療す
るために必要であることは理解できる
が、精神病棟への転院・転棟要請を挙
げた病棟は異常に少なく、最も多い「医
療療養病棟」においても２%に満たない。
認知症が重度で仕方なく精神科病院に
転院するという結果のように思われ、
たいへん残念である。最近は精神科病
棟でも身体合併症への対応ができると
ころも増えているので、精神科病院と
一般科の連携強化が急務と認識した。

将来の診療報酬の在り方について考える

認知症の症状が進んできた段階における対応と連携

今こそ目指せ、介護医療院

医療保険・診療報酬委員会

高齢者医療介護委員会

介護医療院協議会

医療保険・診療報酬委員会委員長　津留英智

高齢者医療介護委員会委員長　　木下　毅

介護医療院協議会議長　　土屋繁之

続報・全日本病院学会 in 愛知

ら信頼される施設になりうる可能性が
ある。さらに在宅にあり十分な介護
サービスを受けることが難しい方がサ
ルコペニアやフレイルに陥り寝たきり
状態となることは少なくない。介護医
療院では、手厚い看護・介護・リハビ
リテーションそして栄養管理ができる
ので、そのような在宅弱者を支援でき
る。我々が地域の人々に貢献できる施
設として活用できるよう介護医療院を
制度として充実させて頂きたいという
本庄氏の熱い想いが伺われた。
　当協議会企画が開催された時間帯に
は「官民格差徹底討論‼」と題しての
学会企画が同時開催されていた。苦戦
が予想されたが、思いのほか聴衆に恵
まれた。介護医療院という新たな施設
の地域包括ケアシステムにおける役割
とそのあり方に、多くの医療関係者が
興味を持っていると思われた。
　介護医療院に関しては多くの議論が
あるが今こそ移行に向けて決断の時期
であり、自院と地域を結ぶ究極の在宅
施設となり得る介護医療院にじっくり
取り組まれてはいかがでしょうか。ご
参加頂いた多くの皆さまに心より感謝
申し上げます。有難うございました。
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■ 現在募集中の研修会（詳細な案内は全日病ホームページをご参照ください）
研修会名（定員） 日時【会場】 参加費 会員（会員以外） 備考

病院看護師のための認知症対応力
向上研修会� （150名）

2019年12月2日（月）・3日（火）
【TKPガーデンシティ博多新幹線口】

16,500円（税込）
（22,000円（税込）

（昼食代、資料代含む）

2016年４月の診療報酬改定で新設された認知症ケア加算
のうち、「認知症ケア加算２」の施設基準に対応する研修会
として開催。２日間通しての参加者には修了証を発行する。

医療安全推進週間企画　医療安全対策
講習会� （150名）

2019年12月2日（月）
【全日病会議室】 5,500円（税込）

日本医療法人協会との共催。厚労省が推進する「医療安全推
進週間」の取組みとして、医療安全対策に関し、医療関係
者の意識向上、医療機関・関係団体の組織的取組みの促進
を図ることを目的に開催する。

　日本専門医機構の寺本民生理事長は、
10月21日の会見で、来年４月開始の専
門研修の専攻医募集が10月15日に始
まったことを報告した。現時点での登
録状況は3,200人弱で、予定採用人数
の３分の１ほどだという。今回の専攻
医募集から、シーリングをより厳しく
し、都道府県別・診療科別の人数の上

限を設けるとともに、医師不足県での
研修の期間を義務付ける連携プログラ
ムを導入している。
　ただ、新たなシーリングに対しては、
厚生労働省が機械的に推計した面があ
るため、妥当性に疑義が生じている。
このため、機構内に協議会を設置し、
検証を行っており、12月に一通りの議

論を終える見通しだ。精神科など開業
医が比較的多く、勤務医が不足しがち
な診療科で、医師が過剰とされたこと
の問題などを整理し、来年度の専攻医
募集に反映させる。
　また、サブ・スペシャルティについ
ては、現状で医道審議会・医師専門研
修部会の理解が得られていない状況だ

が、厚生労働科学特別研究事業で考え
方を整理する研究を実施することに
なった。具体的には、基本診療領域と
サブ・スペシャリティが臨床現場でど
の診療領域を分担するかの考え方を整
理するとしている。

来年度専門研修の専攻医募集を開始
日本専門医機構 都道府県別・診療科別でシーリング

【主な協議事項】
正会員として以下の入会を承認した。
新潟県	 	新潟県厚生農業協同組合

連合会上越総合病院
	 院長　篭島　充
大阪府	 	市立ひらかた病院
	 院長　林　道廣
岡山県	 	岡山赤十字病院
	 院長　辻　尚志
他に退会が１会員あり、正会員数は
合計2,554会員となった。
賛助会員は以下の入会を承認した。
ピットデザイン株式会社
　（代表取締役社長　池末浩規）

株式会社メディカ出版
　（代表取締役社長　長谷川素美）
賛助会員数は合計103会員になっ
た。
●若手経営者育成事業委員会委員の選
任を承認した。

【主な報告事項】
●審議会等の報告
「中央社会保険医療協議会総会、入
院医療等の調査・評価分科会薬価専門
部、保険医療材料専門部会」、「特定機
能病院及び地域医療支援病院のあり方
に関する検討会」、「地域医療構想に関
するワーキンググループ」、「在宅医療

及び医療・介護連携に関するワーキン
ググループ」、「社会保障審議会医療部
会」、「救急・災害医療提供体制等の在
り方に関する検討会」、「レセプト情報
等の提供に関する有識者会議」、「マイ
ナンバーカードの健康保険証利用に関
する協議会」、「一般財団法人日本准看
護師推進センター理事会」などの報告
があり、質疑が行われた。
●病院機能評価の審査結果について
□	主たる機能【3rdG:Ver.2.0】~順不
同
◎一般病院1
　東京都	 	日扇会第一病院	 更新　

2019年度　第6回常任理事会の抄録　9月27日

　東京都	 	第一病院	 更新　
　岡山県	 	高梁中央病院	 更新　
　熊本県	 	出田眼科病院	 更新　
◎一般病院2
　千葉県	 	千葉メディカルセンター
更新
　神奈川県	 	大和徳洲会病院	 更新　
　岐阜県	 	中津川市民病院	 更新　
◎精神科病院
　沖縄県	 	平和病院	 新規　
　8月9日現在の認定病院は合計
2,174病院。本会会員は887病院と、
全認定病院の40.8％を占める。

一冊の本　book review

医療の本懐
令和時代に継承すべき、日本の医療とは

著者●吉田静雄
発行●日経ＢＰ
定価●1,500円＋税
現在の日本の医療と医療制度の問題点と矛盾点

を簡潔かつ明瞭に指摘した本書は、元全日病常任
理事でもある吉田静雄先生の最新作。世界に誇る
「日本の医療」を残していくために何をしなければ
ならないか、日本の文化に根差した視点と医師だからこその視点の両面から、提
言されている。特に阪神・淡路大震災や JR福知山線脱線事故における対応につ
いては、すべてのスタッフに読んでいただきたい。医療人としての「矜持」を改め
て感じる一作。� （安藤高夫）

　猪口正孝常任理事は、台風15号およ
び19号で被災した病院に対する
AMATの支援活動について、10月19
日の常任理事会で報告した。
　９月９日に上陸した台風15号は千葉
県を中心に大きな被害をもたらした。
全日病の調査によると、千葉県の会員
病院74病院のうち19病院が被災。16	
病院で雨漏りや窓ガラスの破損などの
建物の被害があった。ライフラインは、
停電被害が８病院、水道被害が２病院
だった。
　AMAT は、EMIS などで医療支援
ニーズを収集。10	日から23	日にかけ
て、28	チーム・計92	名が活動した。

千葉県富里市の中沢病院では、停電に
より冷房が使えなくなったため、患者
搬送を実施した。また、被災した家屋
にブルーシートを張る作業中に転落す
る事故が多発。館山市の安房地域医療
センターに搬送された重症患者を
AMATが亀田総合病院に搬送した。
長期の停電により病院避難を余儀なく
されるケースが多く、AMATが機動
力を発揮して中心的な役割をはたした。
　10月12日に関東に上陸した台風19号
では、多摩川の氾濫により、浸水被害
を受けた世田谷記念病院に永生会南多
摩病院と直和会平成立石病院の２チー
ムが支援に入り、患者搬送を行った。

台風被害にＡＭＡＴが出動

　社会保障審議会・医療部会（永井良
三部会長）は10月21日、次期診療報酬
改定の基本方針策定に向けた議論を
行った。厚生労働省が４つの視点の中
で「医療従事者の負担を軽減し、医師
等の働き方改革を推進」を重点課題と
して示したことに異論が出た。議論は
10月18日の中医協総会（２面参照）と
同様の様相を呈したが、重点課題とし
ては、位置付けられる方向だ。
　厚労省が示した改定の４つの視点は、
医師等の働き方改革の推進のほかに、
「患者・国民にとって身近であるとと
もに、安心・安全で質の高い医療を実
現」、「医療機能の分化・強化、連携と
地域包括ケアシステムの推進」、「効率
化・適正化を通じた制度の安定性・持
続可能性の向上」。項目自体は前回改

定と同じ。前回は、「地域包括ケアシ
ステムの構築と医療機能の分化・強化、
連携の推進」を重点課題とした。
　医師等の働き方改革の推進を重点課
題とすることの最も大きな要因は、
2024年度の医師の時間外労働規制の適
用だ。それまでの医師の労働時間を着
実に減らしていく必要がある。
　具体的な方向性の例としては、「医
療機関内における労務管理や労働環境
の改善のためのマネジメントシステム
の実践に資する取組み」、「タスク・シェ
アリング／タスク・シフティング、チー
ム医療の推進」、「救急医療体制等の評
価」、「ICTの利活用」をあげた。
　議論では、働き方改革への対応が急
務との認識は共有しつつ、賛否両論が
あった。診療報酬改定の重点課題に位

置づけることに、健康保険組合連合会
常任理事の河本滋史委員は、「違和感
がある」と発言。有識者からも、「働き
方改革のコスト増は、他の産業では補
てんされない」（松原由美委員・早稲田
大学学術院准教授）、「実際にかかった
コストの補てんなのか、政策医療とし
てのインセンティブなのか不明確。人
員配置基準の緩和等なら、逆にコスト
は下がる」（島崎謙治委員・政策研究大
学院大学教授）などの意見が出た。
　これに対し、「医師の働き方改革は
2024年度から刑事罰つきの規制が始ま
るので、待ったなし」（今村聡委員・日
本医師会副会長）、「これまで医師は労
働者という意識がなく、長時間労働が
当たり前だった。今後はそれが通用し
ない」（相澤孝夫委員・日本病院会会長）
などの反論があった。

　全日病の猪口雄二会長は、病院のマ
ネジメント改革に新たな費用がかかる
ことを強調した上で、「2024年度を目
指したマネジメント改革で、実際に何
をやるべきかを絞りきれていない病院
が少なくない。できれば、重点課題と
するのは次回改定だけでなく、継続的
に位置付けていくことが、対応が細切
れにならず望ましい」と主張した。
　そのほか、公立・公的病院への再編
統合の再検証の要請をめぐり、意見交
換した。全国町村会（山形県山辺町長）
の遠藤直幸委員が、「病院名が公表さ
れ、地域住民が不安を抱いている。地
域への影響が配慮されず、大変遺憾だ」
と述べた。一方で、今回の再検証に沿っ
て、地域医療構想の実現に向けた議論
を推進すべきとの意見も相次いだ。

次期診療報酬改定の重点事項は医師等の働き方改革
社保審・医療部会 委員からは異論とそれへの反論
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